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開会 午前９時３１分 

 

○議長（竹谷 勝君） 

  皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１４名であります。 

  定足数に達しておりますので、平成２７

年第４回豊能町議会定例会を開会をいたし

ます。 

  定例会に当たりまして、町長より発言を

求められていますので、これを許します。 

  田中龍一町長。 

○町長（田中龍一君） 

  皆様、おはようございます。 

  議長からお許しがございましたので、平

成２７年第４回豊能町議会定例会開会に当

たりまして一言御挨拶申し上げます。 

  最近ははっきりとしない天候が続き、朝

晩日ごとに寒くなり、皆様体調管理には大

変厳しい、難しい気候となっておりますが、

体調管理には気をつけていただければと思

っております。 

  本日９月１日は防災の日でございます。

豊能町もしっかりと防災に取り組んでまい

りたいと考えており、今月４日には大阪８

８０万人訓練を豊能町でも実施いたします。

地震が発生した場合を想定して、一人一人

が事前に考え、行動し、再確認していただ

くため実施する訓練でございます。会期中

ではございますがよろしく御協力のほどお

願い申し上げます。 

  また、今月１３日日曜日には、豊能町内

での消費の喚起と商業の活性化を目的に、

２０％のプレミアがついたとよのんプレミ

アム商品券が発行いたします。皆様宣伝と

御活用お願い申し上げます。 

  さて、今回定例会で提案させていただい

ておりますのは、条例制定１件と条例改正

２件、決算認定８件、補正予算３件、報告

２件、その他２件の合計１８件でございま

す。どうか慎重に御審議いただき御決定賜

りますようお願い申し上げまして、開会に

当たりましての挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとお

りでございます。 

  お諮りいたします。 

  議会広報特別委員会より、今会期中にお

ける写真撮影の申し出があります。 

  申し出どおり写真撮影を許可することに

御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって今会期中、写真撮影を許可いたし

ます。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行

います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則

第１２７条の規定により、１１番・福岡邦

彬議員及び１２番・高尾靖子議員を指名い

たします。 

  日程第２「会期の決定について」を議題

といたします。 

  お諮りいたします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１８日

までの１８日間といたしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（竹谷 勝君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、会期は、本日から９月１８日ま

での１８日間と決定いたしました。 

  日程第３「第３号報告 平成２６年度豊

能町下水道事業特別会計予算継続費精算報

告書報告の件」の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 
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○上下水道部長（高 秀雄君） 

  おはようございます。 

  それでは、第３号報告、平成２６年度豊

能町下水道事業特別会計予算継続費精算報

告書報告の件につきまして御説明申し上げ

ます。 

  本件につきましては、ときわ台中継ポン

プ場長寿命化事業で平成２５年度から平成

２６年度で更新工事を行ってまいりまして、

平成２６年度をもちまして完了いたしまし

た。継続費精算につきましては別記のとお

り、地方自治法施行令第１４５条第２項の

規定により報告するものでございます。 

  それでは、別表をごらんいただきたいと

思います。 

  款１・下水道費で、事業名をときわ台中

継ポンプ場長寿命化事業とし、機械設備、

電気設備の更新工事を平成２５年度から２

年間で行い、総額を２億円に対しまして実

績は１億7,３０２万4,６４０円となり、2,

６９７万5,３６０円の減となりました。 

  以上、簡単ではございますが報告とさせ

ていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第４「第４号報告 教育に関する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価の

結果に関する報告の件」の説明を求めます。 

  板倉教育次長。 

○教育次長（板倉 忠君） 

  失礼します。板倉です。 

  第４号報告、教育に関する事務の管理及

び執行の状況の点検及び評価に関する報告

の件について御説明いたします。 

  本件は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条第１項の規定に基づき、

教育委員会の権限に属する事務の管理及び

執行の状況について点検及び評価を行い、

その結果に関する報告書を作成し、報告す

るものです。 

  点検評価については、平成２６年度に教

育委員会において執行した事務事業のうち、

教育委員会事務局の目標設定により重点的

に取り組んだものについて行うことを基本

とし、１３項目について点検評価を行った

ものを調書としてまとめたものでございま

す。 

  今後は、それぞれの事務事業についての

点検評価を行った内容や、学識経験者から

いただいた御意見・御要望などを踏まえ、

さらなる教育施策の充実に取り組んでまい

りたいと思っております。 

  以上、簡単ですが第４号報告とさせてい

ただきます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第５「第３７号議案 豊能町行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号

の利用及び特定個人情報の提供に関する条

例制定の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第３７号議案、豊能町行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例制定の件

について御説明申し上げます。 

  議案書の４ページをお開き願います。条

例の概要説明資料もあわせて御参照願いま

す。 

  本件につきましては、国において行政手

続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律、いわゆる番号法

が平成２７年１０月５日に施行されること

に伴い、個人番号、いわゆるマイナンバー

の利用及び特定個人情報の提供に関し必要

な事項を定めるものでございます。番号法

は、マイナンバーの利用範囲や特定個人情
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報の提供の制限を規定しておりますが、番

号法に規定されていない事務において町独

自にマイナンバーを利用する場合や、同一

機関内で特定個人情報の授受を行う場合の

町内連携及び同一地方公共団体の他の機関

との間で特定個人情報の提供を行う場合は、

その旨を当該市町村の条例で定める必要が

あることから、本町においても新たに条例

を制定し、必要な事項を定めるものでござ

います。 

  なお、本町におきましては現時点で番号

法の規定以外の独自利用を見込んでおりま

せんので、同一機関内での授受及び同一地

方公共団体の他機関への提供について定め

るものでございます。 

  それでは、条例案の内容について御説明

申し上げます。 

  第１条につきましては、本条例の趣旨を

規定しております。 

  第２条は条例中の用語の意義を規定して

おり、第３条は適正な取り扱いに係る町の

責務を定め、第４条では法に定められた個

人番号利用事務の処理のため、町の同一機

関内で特定個人情報の授受を行うことがで

きるよう定めるものでございます。 

  また、第５条では、町の他の機関、例え

ば町長部局から教育委員会部局へ、必要な

事務を行うために必要な特定個人情報を必

要な限度内で提供することができるように

定めるものでございます。 

  最後に、第６条は委任規定でございます。 

  なお、附則といたしまして、この条例は

平成２８年１月１日から施行するものでご

ざいます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第６「第３８号議案 豊能町個人情

報保護条例改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第３８号議案、豊能町個人情報保護条例

改正の件について御説明申し上げます。 

  議案書の７ページをお開き願います。条

例の概要説明資料並びに新旧対照表もあわ

せて御参照願います。 

  本件は、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律、

いわゆる番号法の施行に伴い、町が保有す

る特定個人情報について適正な取り扱いを

確保し、並びに開示、訂正及び利用停止を

実施するため所要の改正を行うものでござ

います。 

  条例の概要としましては、改正条例第１

条、第２条とも定義規定の追加と、番号法

が地方公共団体に措置を求めている特定個

人情報の保護のための規定の追加でござい

ます。 

  まず、改正条例第１条から御説明申し上

げます。 

  定義規定の追加でございますが、第２条

において番号法で定義された個人番号、特

定個人情報を追加するとともに、個人情報

の取り扱いや開示、及び訂正請求の対象と

なる特定個人情報の範囲を定めるため、保

有特定個人情報の定義規定を追加しており

ます。 

  次に、特定個人情報の保護のための措置

規定の追加でございますが、第８条では保

有特定個人情報の提供を受ける者に対して

使用目的の制限や適正な取り扱いの措置を

求める規定を適用除外とし、特定個人情報

については第８条の２及び第８条の３とし

て新たに規定を設けております。 

  第１３条では、第２項において、保有特

定個人情報にあっては本人の任意代理人に
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よる請求を認めることとし、第２項ただし

書き部分と第３項は現行条例第１４条第２

項及び第３項を整理した上、移動させてお

ります。 

  第２０条では、保有特定個人情報の訂正

請求について本人の任意代理人による請求

を認めることにしております。 

  第２３条では、保有特定個人情報の利用

停止請求について新たに第２項を設け、利

用の停止または消去、提供の禁止の措置を

請求することができる場合などを規定して

おります。 

  第３３条では、保有特定個人情報につい

て他の法令等によって開示などの実施がで

きる場合はこの条例を適用しないとする調

整規定を適用除外とし、開示請求などの重

複を認めることにしております。 

  その他では、改正条例第１条のほぼ全体

にわたりますが、個人情報と表記すること

が適切であるものについてはそのように改

正し、第１５条と第１８条では文言の整理

など規定の整備、第１７条と第２１条では

本人の任意代理人が開示や訂正を請求する

場合の必要書類の追加をしております。 

  続きまして、改正条例第２条について御

説明申し上げます。 

  定義規定の追加でございますが、第２条

において特定個人情報と位置づけられてお

ります情報提供等記録を追加しております。 

  次に、情報提供等記録の保護のための措

置規定の追加でございますが、第８条の２

では、情報提供等記録について新たに第２

項を設け、目的外利用の禁止を規定してお

ります。 

  第２２条の２は、情報提供等記録を訂正

した場合において、書面やオンラインによ

り総務大臣及び番号法に規定する情報照会

者または情報提供者に通知することを規定

しております。 

  第２３条では、情報提供等記録について

利用停止請求を認めないことにしておりま

す。 

  なお、附則としましてこの条例の施行日

は、改正条例第１条は番号法の施行日に合

わせて平成２７年１０月５日とし、改正条

例第２条は、情報提供等記録に関係する番

号法の規定の施行日がまだ決まっていない

ため、規則で定める日とするものでござい

ます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第７「第３９号議案 豊能町手数料

条例改正の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第３９号議案、豊能町手数料

条例改正の件について提案理由の説明をい

たします。 

  今回の主な改正点は、行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律の施行に伴い、通知カード及

び個人番号カードの再交付手数料を定める

とともに、住民基本台帳の改正に伴い住民

基本台帳カードの交付手数料及び再交付手

数料を廃止するものでございます。 

  まず個人番号、いわゆるマイナンバーカ

ードの発行についての概要を説明いたしま

す。 

  ことしの１０月には地方公共団体情報シ

ステム機構より各個人宛に個人番号を記載

した通知カードが送付されます。郵送され

ます。これは紙カードですが、これにより

住民の個人番号の付与は完了いたします。

さらに身分証明や法的個人認証に使うため

の顔写真入りの磁気カードである個人番号
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カード、いわゆるマイナンバーカードです

が、これを希望される方は顔写真等を添付

して地方公共団体情報システム機構に郵送

で申請いたします。この申請に基づき、マ

イナンバーカードが作成され、居住の市町

村に送付されてきます。市町村はマイナン

バーカードができたことを住民にお知らせ

し、直接窓口にて本人確認を行った上で交

付を行います。なお、マイナンバーカード

の交付は法律で１月以降となっております。 

  以上がカード交付の一般的な一例でござ

います。 

  続きまして、今回の手数料条例の改正に

ついて説明をいたします。お手元の条例概

要及び新旧対照表を参照ください。 

  内容は先ほど説明いたしましたマイナン

バーカードに係るものでございます。 

  第１条では、マイナンバーの紙カードで

あります通知カードの再交付手数料を１件

５００円とし、別表に追記しております。 

  第２条では、今回のマイナンバーカード

の発行に伴い廃止となる住民基本台帳のカ

ードの交付または再交付の手数料を削除し、

新たにマイナンバーカードの磁気カードで

ある個人番号カードの再交付手数料１件８

００円を加えるものでございます。マイナ

ンバーカードの発行自体は国からの補助金

の対象であるため、住民の負担は求めませ

んが、紛失・破損等による再交付の場合は

国からの補助対象ではありませんので、手

数料条例で手数料を規定するものでござい

ます。なお、額については国の示す標準的

な経費から算定したものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は法律の

施行期日の平成２７年１０月５日から施行

するものでございますが、第２条に関しま

しては法律の施行日に合わせて平成２８年

１月１日とするものでございます。 

  以上がこの条例案を提案する理由でござ

いますが、よろしく御審議いただき御決定

賜りますようよろしくお願い申し上げます。

説明は以上です。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第８「第４０号議案 箕面市と豊能

町との間における消防事務の委託に関する

規約の廃止に関する協議について」を議題

といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 

  第４０号議案、箕面市と豊能町との間に

おける消防事務の委託に関する規約の廃止

に関する協議について御説明申し上げます。 

  議案書の１６ページをお開き願います。 

  本件は来年度、平成２８年４月から豊能

町の消防事務を箕面市に委託する協議を進

めておりますことから、平成２３年度より

箕面市北部地域に係る消防事務の一部を箕

面市から本町が受託してきたことに関する

規約の廃止について議会の議決をお願いす

るものでございます。 

  規約案は１７ページをお願いいたします。

平成２３年４月１日に施行いたしました箕

面市と豊能町との間における消防事務の委

託に関する規約を廃止するとするものでご

ざいます。 

  なお、この規約は平成２８年４月１日か

ら施行するものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第９「第４１号議案 豊能町と箕面

市との間における消防事務の委託に関する

協議について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  内田総務部長。 

○総務部長（内田 敬君） 
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  第４１号議案、豊能町と箕面市との間に

おける消防事務の委託に関する協議につい

て御説明申し上げます。 

  １８ページをお開き願います。 

  本件は来年度、平成２８年４月から豊能

町の消防事務を箕面市に委託する協議を進

めておりますことから、豊能町の消防事務

を箕面市に委託することに関する規約につ

いて議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

  規約案でございますが、まず第１条は、

委託する団体を豊能町とし、委託を受ける

団体を箕面市とするとともに、委託事務の

範囲を消防団事務などを除く消防事務及び

大阪府からの権限移譲関連事務であること

を規定したものでございます。 

  第２条では、委託事務の管理・執行は箕

面市の条例等の適用を受ける旨を規定した

ものでございます。 

  第３条は、委託事務に要する経費の負担

を規定いたしまして、第４条から第６条ま

では委託事務に係る予算の執行及び決算の

措置等を規定するものでございます。 

  第７条は、委託事務の管理及び執行のた

め連絡会議を開催する旨を規定し、第８条

は、委託事務の管理及び執行については箕

面市の条例等を適用するため、条例等の制

定または改廃にかかる措置について規定す

るものでございます。 

  第９条は、委託事務の管理及び執行に必

要な施設や消防車両及び資機材について、

箕面市に無償貸与することを規定するもの

でございます。 

  第１０条は補足でございます。 

  なお、附則といたしまして、この規約は

平成２８年４月１日から施行するものとし、

合わせまして事務委託することに伴い豊能

町域において箕面市の条例等が適用される

ことを公表するものとしたものでございま

す。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御決定賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１０「第４２号議案 平成２７年

度豊能町一般会計補正予算の件」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  中井副町長。 

○副町長（中井勝次君） 

  第４２号議案、平成２７年度豊能町一般

会計補正予算の件について御説明申し上げ

ます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  平成２７年度豊能町一般会計補正予算

（第３回）でございます。 

  第１条といたしまして、既定の歳入歳出

予算の総額にそれぞれ２億2,１８０万8,０

００円を増額し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ６５億６２２万6,０００円とするも

のでございます。 

  補正後の款項の区分及び金額は、２ペー

ジから３ページまでの「第１表 歳入歳出

予算補正」に記載のとおりでございます。 

  次に、４ページをお開き願います。 

  第２条といたしまして地方債の補正でご

ざいます。 

  「第２表 地方債補正」に記載のとおり

でございますが、まず追加といたしまして、

光風台駅前エスカレーター更新事業の実施

設計業務につきまして地方債を新たに発行

するものでございます。次に変更でござい

ますが、道路の舗装を行うため、道路舗装

事業債を増額するもの、吉川小学校の耐震

補強を行うため小学校施設整備事業債を増

額するもの、及び臨時財政対策債の発行可

能額が確定したことに伴い補正するもので

ございます。 
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  それでは、今回の補正内容につきまして、

まず歳出から御説明申し上げます。 

  １２ページをお開き願います。 

  款２・総務費、項１・総務管理費、目１

１・自治振興費の４．自治会運営支援事業

でございますが、新光風台自治会館の改修

に対して補助金を交付するものでございま

す。 

  款８・土木費、項２・土木橋梁費、目

２・道路舗装費の１．道路舗装事業でござ

いますが、本年度の国交付金が当初見込み

より多く交付されるため、来年度以降の計

画を前倒しして希望ヶ丘中央線などの舗装

工事を施行するものでございます。 

  目３・道路改良費の２．光風台駅前エス

カレーター更新事業でございますが、光風

台駅前のエスカレーター更新に当たり、実

施設計に係る委託料を補正するものでござ

います。 

  次に、１３ページをごらんください。 

  款９・消防費、項１・消防費、目１・常

備消防費の２．消防活動事業でございます

が、消防業務を箕面市に委託するに当たり、

臨時的に必要な費用を補正するものでござ

います。 

  次に、１４ページでございます。 

  款１０・教育費、項１・教育総務費、目

２・事務局費の７．人権地域教育充実事業

でございますが、大阪府の補助金を活用し

た人権教育指定校としての研究に要する費

用を補正するものでございます。 

  項２・小学校費、目１・学校管理費の２．

小学校管理事業ですが、吉川小学校の耐震

補強工事に係る設計業務、工事管理業務の

委託料と工事請負費を補正するものでござ

います。 

  歳出の説明は以上でございます。 

  次に、歳入について御説明申し上げます。 

  ８ページへお戻り願います。 

  地方交付税の１．普通交付税でございま

すが、交付額の確定に伴い補正するもので

ございます。 

  同じく地方交付税の２．特別交付税は、

消防の広域化に伴う臨時的経費に対して特

別交付税が措置されるため、歳出のところ

で申し上げました消防活動事業の財源とし

て補正するものでございます。 

  款１４・国庫支出金、項１・国庫負担金、

目１・民生費国庫負担金ですが、障害者医

療の平成２６年度事業費の確定に伴うもの

でございます。 

  次に、９ページをお願いいたします。 

  項２・国庫補助金、目４・土木費国庫補

助金、節２・道路舗装費国庫補助金ですが、

歳出のところで御説明申し上げました希望

ヶ丘中央線などの舗装工事に対して交付さ

れるものでございます。 

  同じく節３・道路改良費国庫補助金につ

きましては、これも歳出のところで御説明

申し上げました光風台駅前エスカレーター

更新事業の実施設計業務に対して交付され

るものでございます。 

  目５・教育費国庫補助金につきましては、

歳出のところで御説明申し上げました吉川

小学校の耐震補強事業に対して交付される

ものでございます。 

  款１５・府支出金、項１・府負担金、目

１・民生費府負担金でございますが、自立

支援医療の平成２６年度事業費の確定に伴

うものでございます。 

  次に、１０ページをお開き願います。 

  項３・府委託金、目３・教育費府委託金

ですが、歳出のところで御説明申し上げま

した人権教育指定校としての研究に対して

交付されるものでございます。 

  款１８・繰入金、項１・基金繰入金、目

１・財政調整基金繰入金ですが、今回の補

正による財源調整として減額するものでご
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ざいます。 

  １１ページの款２１・町債は、４ページ

の「第２表 地方債補正」のところで御説

明申し上げたとおりでございます。 

  御説明は以上でございます。御審議いた

だき御決定賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１１「第４３号議案 平成２７年

度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補

正予算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第４３号議案、平成２７年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正

予算の件につきまして、提案理由の説明を

いたします。 

  今回の補正予算は、前年度の事業費の確

定により、国府への返還金が生じたため、

補正するものでございます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  既定の歳入歳出の予算の総額に、それぞ

れ５９万3,０００円を増額し、歳入歳出予

算の総額をそれぞれ３５億1,５３５万8,０

００円とするものでございます。 

  それでは、歳出から説明をいたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  款８・保健事業費、項１、目１・特定健

康診査等事業費５９万3,０００円は、前年

度の特定健診分の精算による返還金でござ

います。 

  次に、歳入について説明をいたします。 

  ５ページをお願いいたします。 

  款９・繰越金、項１・繰越金、目２・そ

の他繰越金５９万3,０００円は、償還金の

財源とするものでございます。 

  説明は以上でございます。御審議をいた

だき御決定くださいますよう、よろしくお

願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１２「第４４号議案 平成２７年

度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予

算の件」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第４４号議案、平成２７年度豊能町介護

保険特別会計事業勘定補正予算の件につい

て提案理由の説明をさせていただきます。 

  今回の補正は、平成２６年度の介護保険

給付費負担金等の精算によります国府等へ

の償還金によるものでございます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  既定の歳入歳出の予算の総額に、それぞ

れ1,０４１万1,０００円を増額し、予算の

総額を歳入歳出それぞれ１９億４０５万7,

０００円とするものでございます。 

  それでは、歳出より説明をさせていただ

きます。 

  お手元の補正予算書６ページをお開きく

ださい。 

  款７・諸支出金、項１・償還金及び還付

金、目２・国府等支出金償還金の1,０４１

万1,０００円は、平成２６年度の介護保険

事業における給付実績等の精算により、国

府等へ償還を行うものでございます。 

  それでは、歳入の説明をさせていただき

ます。 

  ５ページをお開きください。 

  款４・支払基金交付金、項１・支払基金

交付金、目１・介護給付費交付金１７７万7,

０００円は、平成２６年度の精算として社

会保険診療報酬支払基金から追加交付され

るもので、次の款９・繰越金の８６３万4,

０００円は、同じく精算による前年度繰越

金であります。 

  説明は以上でございます。御審議いただ
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き御決定くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１３「第１号認定 平成２６年度

豊能町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  今中会計管理者。 

○会計管理者（今中泰行君） 

  第１号認定、平成２６年度豊能町一般会

計歳入歳出決算の内容につきまして、概要

を述べ、提案説明とさせていただきます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、別冊の監査委員

の決算審査意見書をつけまして議会の認定

に付するものでございます。 

  それでは、平成２６年度大阪府豊能郡豊

能町一般会計特別会計歳入歳出決算書の一

般会計歳入歳出決算書をお開き願います。 

  決算書の５ページをごらんください。 

  歳入合計は、６５億3,８０４万3,５０４

円、歳出合計は６１億9,０４２万4,９９４

円で、差引残高は３億4,７６１万8,５１０

円でございますが、６月議会に御報告しま

したとおり、繰越明許費と継続費の予算繰

越により、翌年度へ繰り越すべき額１億3,

７３８万9,０１６円を差し引きました再差

し引き後の実質収支額は２億1,０２２万9,

４９４円の黒字となり、翌年度へ繰り越す

ものでございます。 

  次に６ページから８ページの歳入の御説

明を申し上げます。 

  平成２６年度一般会計歳入合計は８ペー

ジの最下段の欄にございます。収入額は６

５億3,８０４万3,５０４円で、前年度比3.

３％の減でございます。予算現額に対しま

して９9.１％の収入率となっており、前年

度と比較して1.２％の増となっております。

なお、不納欠損額は７１８万５８８円、収

入未済額は１億3,２２５万２３６円となっ

ております。 

  歳入の主なものとしまして、まず６ペー

ジの款１・町税であります。平成２６年度

決算額は２０億1,１１５万4,００９円で、

前年度と比べ6,０９５万4,０００円、率に

して2.９％の減となっており、単年度の町

税の減少傾向は続いております。これは、

主に個人町民税の減収に伴うものでござい

ます。歳入の款別構成比率は３0.８％でご

ざいます。 

  次に、７ページの款１０・地方交付税で

ございます。決算額は２０億3,０６５万2,

０００円で、前年度と比べ7,８９１万8,０

００円の減、率にして3.７％の減となって

います。歳入の款別構成比率は３1.１％で、

町税収入額を上回る大きな歳入となってお

ります。 

  款１４・国庫支出金でございますが、決

算額は３億8,６６１万3,６８２円で、前年

度と比べ1.４％の減でございます。 

  次に、款１５・府支出金でございますが、

決算額は４億3,６８７万5,３００円で、前

年度と比べ、4.４％の減となっております。

これは、平成２５年度ございました介護基

盤緊急整備等特別対策事業府補助金、それ

から中学校給食導入促進事業府補助金の皆

減が主な原因でございます。歳入の款別構

成比率は6.７％となっております。 

  ８ページでございます。款１８・繰入金

でございます。基金からの繰入金は財政調

整基金から１億3,８９８万8,０００円を、

また、退職手当基金から7,０００万円を、

ふるさとづくり基金から1,５１３万8,２９

７円をそれぞれ繰入をしております。 

  最後に、款２１・町債でございますが、

決算額は５億5,８９５万7,０００円で、前

年度と比べ１2.２％の減でございます。歳

入の款別構成比率は8.５％でございます。 
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  以上が歳入の主なものでございます。 

  続きまして歳出を御説明させていただき

ます。 

  ９ページから１１ページをお願いいたし

ます。 

  まず、１１ページの最下段の支出済額で

ございますが、６１億9,０４２万4,９９４

円で、前年度比4.８％の減でございます。

予算現額に対する執行率は９3.８％でござ

いますが、予算繰越額が２億4,１３８万7,

０１６円あることによるものでございまし

て、不用額は１億6,４８３万8,８４０円と、

前年度を下回っております。 

  歳出の主なものでございます。 

  まず９ページの款２・総務費、これは決

算額１２億９３９万5,０００円で、執行率

９5.５％でございます。前年度比4.９％の

減でございます。この費目におきましては、

人件費事業、庁舎等管理事業、普通財産管

理事業、それから地域活性化事業、住民情

報推進化事業、防災対策事業、残土問題対

策事業等など、増額要因となったところで

ありますが、基金管理事務事業、積立でご

ざいますが大幅な減額と、選挙費等が主な

減額の要因となっております。 

  翌年度に繰り越しいたします4,４５７万6,

９４２円は、繰越明許で御承認いただいて

おります非常用発電設備整備事業、それか

ら防犯等の事務事業、豊能町総合戦略策定

事業、それと法改正によるシステム改修事

業、自主防災組織設立活動応援事業でござ

います。歳出の款別構成比率は１9.５％で

ございます。 

  款３・民生費でございます。決算額は１

６億2,１８３万8,９５４円で、執行率９5.

１％でございます。前年度に比べ3.５％の

増となっております。この費目においては、

平成２５年度の介護基盤緊急整備等特別対

策事業は皆減となりましたが、人件費事業、

それから臨時福祉給付金給付事業、子育て

世帯臨時特例給付金給付事業、障害者自立

支援事業、それから国民健康保険等特別会

計への繰出金等が増額の要因となっており

ます。 

  翌年度に繰り越しいたします2,７００万3,

０００円は、繰越明許で御承認いただいて

おります地域福祉計画見直し事業、子ども

医療費助成事業でございます。歳出の款別

構成比率は２6.２％でございます。 

  款４・衛生費でございます。決算額８億

７２４万7,０７２円で、執行率９7.２％で

ございます。前年度に比べ2.４％の減とな

っております。この費目におきましては、

広域ごみ処理事業、豊能郡環境施設組合負

担金の減額が主な要因となっております。

翌年度に繰り越しいたします９３４万8,０

００円は、繰越明許で御承認いただいてお

ります母子健康増進事業でございます。歳

出の款別構成比率は１３％でございます。 

  次に、１０ページでございます。 

  款８・土木費は、決算額３億8,４３０万2,

１２１円で、執行率は９1.１％でございま

す。前年度に比べまして4.８％の減でござ

います。この費目におきましては、公園緑

地街路樹等管理事業の緑地災害復旧工事、

それから道路舗装費と都市計画費にござい

ます成人健康増進事業が皆増となっておる

ため、平成２５年度にございました光風台

大橋耐震補強事業の皆減が一番減額の大き

い要因となっております。 

  款９・消防費でございます。決算額３億4,

８０１万9,９２８円、執行率は８2.２％と

低い執行状況でございます。執行額は前年

度比５７％減の大幅な減となっております。

この費目においては平成２５年度では消防

分団車両の更新、それから消防救急デジタ

ル無線設備整備と、それから継続費で執行

しております消防庁舎移転新築工事関係費
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の執行が多額に行われていたことによるも

のでございます。翌年度に繰り越しいたし

ますのは、同じく継続費の消防庁舎新築移

転工事の残余の事業でございます。 

  款１０・教育費でございます。決算額は

８億8,２７７万8,９７４円、執行率は９7.

３％でございます。前年度に比べ４％の増

となっております。この費目におきまして

は平成２５年度にございましたユーベルホ

ール改修事業費は減となったものの、子ど

も・子育て支援新制度に伴う子ども・子育

て支援システムの導入、それから子ども・

子育て支援事業計画の策定、地域少子化対

策事業の実施、それから小学校におきまし

ては体育館天井落下等防止工事、それから

校舎屋上の防水等の工事、小学校情報機器

の更新、中学校においては給食調理の業務

委託の開始が主な増加の要因となったとこ

ろでございます。歳出の款別構成比率でご

ざいますが、１4.３％でございます。 

  款１１・公債費は、決算額６億3,９８３

万3,７８８円、執行率は１００％でござい

ます。前年度に比べ１5.１％の増となって

おります。これは、臨時財政対策債の償還

による増でございます。歳出の款別構成比

率は１0.３％でございます。 

  款１３・災害復旧費でございます。災害

復旧費は決算額7,５８１万１４円、執行率

は５8.６％と低い執行状況でございますが、

執行額につきましては前年度に比べ４４5.

５％の増という大幅な増となっております。

これは、平成２５年度に起こりました梅雨

前線豪雨、それから台風による豪雨で被災

した農地・農道の復旧工事を平成２６年度

に繰り越しして執行したことによります。

翌年度に繰り越しいたします3,５９１万2,

１７４円は、繰越明許で御承認いただいて

おります耕地災害復旧事業でございます。 

  以上が歳出の主なものでございます。 

  なお、地方自治法施行令第１６６条第２

項に規定しております歳入歳出決算事項別

明細書、実質収支に関する調書及び財産に

関する調書につきましては、決算書１３ペ

ージから２０９ページに記載されておりま

す。また、別冊の主要施策成果報告書もあ

わせて御参照いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

  以上、簡単ではございますが決算概要の

説明とさせていただきます。御審議の上、

御認定賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  この際、暫時休憩いたします。再開は午

前１０時４０分といたします。 

（午前１０時２０分 休憩） 

（午前１０時４３分 再開） 

○議長（竹谷 勝君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第１４「第２号認定 平成２６年度

豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入

歳出決算の認定について」を議題といたし

ます。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第２号認定、平成２６年度豊

能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳

出決算の認定について、提案の説明をいた

します。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２１５ページをお開き願います。 

  歳入合計２７億7,６４６万2,６０２円、

歳出合計２７億5,０７９万7,９３８円で、

差引残高2,５６６万4,６６４円を翌年度に

繰り越すものでございます。 

  ２１６、２１７ページをごらんください。 
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  まず、歳入でございます。 

  款１・国民健康保険税は、予算現額７億3,

８６０万円、調定額７億７６８万3,４１９

円に対し、収入済額６億4,５００万2,４３

２円、不納欠損額５２０万4,８５５円、収

入未済額5,７４７万6,１３２円でございま

す。 

  次に、款２・使用料及び手数料でござい

ますが、予算現額２５万1,０００円に対し

調定額、収入済額とも２２万3,６００円で、

これは保険税徴収に係ります督促手数料等

でございます。 

  款３・国庫支出金は、予算現額５億2,４

７４万3,０００円に対し、調定額、収入済

額とも４億7,８２１万２０６円で、これは

一般被保険者に係ります医療給付費等に対

する国庫負担金補助金でございます。 

  次の款４・療養給付費等交付金ですが、

予算現額１億4,２７６万2,０００円に対し、

調定額、収入済額とも１億2,９０９万1,０

００円で、退職者医療給付費並びに退職被

保険者に係ります後期高齢者支援金相当額

に対する交付金でございます。 

  款５・前期高齢者交付金は、予算現額９

億7,４３６万8,０００円に対し、調定額、

収入済額とも９億7,４１３万6,６９３円で、

これは６５歳から７４歳の被保険者に係る

医療給付費のうち、全国平均を上回る分を

交付金として交付されたものでございます。 

  款６・府支出金ですが、予算現額１億7,

４５６万円に対し、調定額、収入済額とも

１億3,０２０万7,９０１円で、これは一般

被保険者に係ります医療給付費等に対する

負担金と補助金でございます。 

  款７・共同事業交付金は、予算現額２億3,

５４３万3,０００円に対しまして、調定額、

収入済額とも２億3,６６３万3,３０９円で、

これは１件当たり一定額以上となる保険給

付に対し、大阪府内の保険者が共同で負担

し合うことにより、保険財政の安定化を相

互に図ることを目的とした交付金でござい

ます。 

  款８・繰入金ですが、予算現額１億4,１

７０万6,０００円に対し、調定額、収入済

額とも１億2,１４１万6,０９９円で、これ

は一般会計からの繰入金でございます。 

  款９・繰越金は、予算現額４１３万7,０

００円に対し、調定額、収入済額とも5,７

８４万2,７８５円で、前年度からの繰越金

でございます。 

  款１０・諸収入は、予算現額６２万3,０

００円に対し、調定額、収入済額とも３６

９万8,５７７円であり、これは第三者行為

損害賠償金及び延滞金等の収入でございま

す。 

  款１１・財産収入は、予算現額1,０００

円でありますが、収入はありませんでした。 

  次に、歳出について説明をいたします。 

  ２１８、２１９ページをごらん願います。 

  款１・総務費ですが、予算現額3,３６１

万5,０００円に対し、支出済額3,０８１万4,

３６８円で、この経費は職員の人件費と国

民健康保険事務事業の管理運営費、保険税

の賦課徴収等の事務及び国保運営協議会に

要した経費でございます。 

  款２・保険給付費は、予算現額２０億6,

５５０万3,０００円に対し、支出済額１９

億4,５５０万1,２２２円で、療養諸費、高

額療養費等の給付費に要した経費でござい

ます。 

  款３・後期高齢者支援金等は、予算現額

３億4,７３０万9,５７１円に対しまして、

支出済額３億4,７３０万6,４０２円で、こ

れは７５歳以上の方が加入する後期高齢者

医療保険制度の医療給付費のうち４割に相

当する額を７５歳未満の世代が支援するた

めに各医療保険者に義務づけられた経費で

ございます。 



 

 1－16 

  款４・前期高齢者納付金等は、予算現額

２７万7,０４４円に対し、支出済額２７万6,

８７５円で、高齢者の医療の確保に関する

法律による納付金に要した経費でございま

す。 

  款５・老人保健拠出金は、予算現額１万3,

０００円に対しまして、支出済額１万1,３

２６円で、この経費は老人保健法による拠

出金に要した経費でございます。 

  款６・介護納付金でございますが、予算

現額１億２３１万3,０００円に対し、支出

済額１億２１８万3,５５８円で、介護保険

法による納付金に要した経費でございます。 

  款７・共同事業拠出金は、予算現額２億9,

５６８万2,０００円に対し、支出済額２億7,

５０９万6,５５８円であり、この経費は保

険財政共同安定化事業等に拠出した経費で

ございます。 

  款８・保険事業費は、予算現額2,２２１

万7,０００円に対し、支出済額1,６７７万2,

３６８円であります。特定健康診査及び保

健啓発に要した経費でございます。 

  款９・基金積立金、款１０・公債費につ

きましては、執行額はございません。 

  款１１・諸支出金は、予算現額4,１２６

万9,０００円に対しまして、支出済額3,２

８３万5,２６１円で、これは国への償還金

及び診療所施設勘定に繰り出した経費でご

ざいます。 

  款１２の予備費につきましては、執行額

はございません。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御認定くださいますよう、よろしくお願い

をいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１５「第３号認定 平成２６年度

豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘

定歳入歳出決算の認定について」を議題と

いたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第３号認定、平成２６年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定歳入歳出決

算の認定について、提案の説明をいたしま

す。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２５９ページをお開き願います。 

  歳入合計１億1,１２３万4,９９７円、歳

出合計１億９４３万１１円で、差引残高１

８０万4,９８６円を翌年度に繰り越すもの

でございます。 

  ２６０、２６１ページをごらんください。 

  まず歳入でありますが、款１・診療収入

は予算現額8,３５５万8,０００円に対し、

調定額、収入済額とも7,３５５万3,４９１

円で、これは内科、歯科の診療収入でござ

います。 

  次の款２・使用料及び手数料は、予算現

額１６万円で、調定額、収入済額とも１５

万6,０７０円になっております。これは診

断書等の手数料及び職員駐車場の使用料収

入でございます。 

  款３・寄附金につきましては、収入はご

ざいません。 

  款４・繰越金は、予算現額1,０００円に

対し、調定額、収入済額とも３７３万6,１

２４円で、前年度からの繰越金でございま

す。 

  款５・繰入金は、予算現額3,４３６万円

に対し、調定額、収入済額とも3,３２５万1,

０００円で、一般会計及び国民健康保険特

別会計事業勘定からの繰入金でございます。 

  款６・諸収入は、予算現額７０万1,００

０円に対し、調定額、収入済額とも５３万8,

３１２円であります。これは薬の容器代等



 

 1－17 

の雑収入でございます。 

  次に、歳出について説明をいたします。 

  款１・総務費でございますが、予算現額5,

７９７万7,０００円に対し、支出済額5,５

９３万7,１３５円であり、職員人件費及び

診療所の管理運営費に要した経費でござい

ます。 

  次の款２・医業費は、予算現額5,３２５

万7,０００円に対しまして、支出済額4,６

０９万7,２４６円で、これは薬剤費及び医

療用の消耗器材等に要した経費でございま

す。 

  款３・公債費は、予算現額７４９万7,０

００円に対し、支出済額７３９万5,６３０

円で、診療所建設起債に対する元金と利子

の償還金でございます。 

  款４・予備費につきましては充当してお

りません。 

  説明は以上でございます。御審議の上、

御承認賜りますよう、よろしくお願いいた

します。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１６「第４号認定 平成２６年度

豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  それでは、第４号認定、平成２６年度豊

能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定について、提案の説明をいたします。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の２８５ページをお開き願います。 

  歳入合計３億8,４９１万１６９円、歳出

合計３億7,２６０万9,３０６円、差引残高1,

２３０万８６３円を翌年度に繰り越すもの

でございます。 

  ２８６ページ、２８７ページをごらんく

ださい。 

  まず、歳入でございますが、款１・後期

高齢者医療保険料は、予算現額３億3,８５

６万2,０００円、調定額３億3,１３５万7,

５１８円に対し、収入済額が３億2,８７９

万8,６３２円、収入未済額が２５５万8,８

８６円であります。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額８

万8,０００円に対しまして、調定額、収入

済額とも２万4,３００円で、これは保険料

徴収に係ります督促手数料の収入でござい

ます。 

  款３・繰入金は、予算現額4,８０２万5,

０００円に対しまして、調定額、収入済額

とも4,５７９万6,２３９円で、一般会計か

らの繰入金であります。 

  款４・繰越金は、予算現額１１４万8,０

００円で、調定額、収入済額とも1,０２９

万９９８円で、前年度からの繰越金でござ

います。 

  款５・諸収入は、予算現額4,０００円で

すが、収入はございません。 

  続きまして、歳出の説明をいたします。 

  款１・総務費は、予算現額４０２万8,０

００円に対しまして、支出済額は３９９万5,

６０４円であり、これは賦課徴収事務に要

した経費でございます。 

  款２・後期高齢者医療広域連合納付金は、

予算現額３億8,２５６万2,０００円に対し、

支出済額３億6,８０１万8,２８２円で、こ

れは保険基盤安定負担金及び保険料等収納

額相当額の負担金であります。 

  款３・諸支出金は、予算現額１００万円

に対し、支出済額５９万5,４２０円です。

これは保険料の還付金でございます。 

  款４・予備費につきましては充当してお

りません。 

  説明は以上でございます。御審議をいた
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だき認定くださいますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１７「第５号認定 平成２６年度

豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  木田生活福祉部長。 

○生活福祉部長（木田正裕君） 

  第５号認定、平成２６年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定歳入歳出決算の認定に

ついて、提案の説明を申し上げます。 

  本件につきましては、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、議会の認定に付

するものでございます。 

  決算書の３０３ページをお開き願います。 

  歳入合計１８億4,８７８万9,３３９円、

歳出合計１７億6,８００万6,５６２円であ

り、差引残高8,０７８万2,７７７円を翌年

度に繰り越すものでございます。 

  ３０４ページをお開き願います。 

  まず歳入でございますが、款１・保険料、

予算現額４億８８２万3,０００円、調定額

４億1,５３５万2,５３３円に対し、収入済

額４億1,０９３万9,６５０円、不納欠損額

１４２万2,８４５円、収入未済額２９９万

３８円で、これは第１号被保険者による介

護保険料収入でございます。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額７

５７万2,０００円、調定額、収入済額とも

９８１万3,７８２円で、これは新予防給付

ケアマネジメント手数料及び介護保険料の

督促手数料収入でございます。 

  款３・国庫支出金は、予算現額３億6,０

４５万6,０００円に対し、調定額、収入済

額とも３億９０６万6,１０６円で、これは

介護給付費及び介護予防事業費等に対する

国庫負担金及び補助金並びに交付金でござ

います。 

  款４・支払基金交付金は、予算現額４億9,

９０３万4,０００円に対しまして、調定額、

収入済額とも４億5,９１２万3,０００円で、

これにつきましても介護給付費及び介護予

防事業費等に対する交付金で、第２号被保

険者保険料による交付金でございます。 

  款５・府支出金は、予算現額２億2,１８

４万8,０００円に対し、調定額、収入済額

とも２億3,７１０万5,７４６円で、これも

介護給付費及び介護予防事業費等に対する

府負担金及び補助金でございます。 

  款６・財産収入、予算現額1,０００円で

ありますが、収入はございませんでした。 

  款７・繰入金は、予算現額３億5,７０４

万4,０００円に対しまして、調定額、収入

済額とも３億5,７０３万9,７３１円であり、

一般会計及び基金からの繰入金でございま

す。 

  款８・諸収入は、予算現額４１万4,００

０円に対し、調定額、収入済額とも２３万5,

９００円で、預金利子及び地域支援事業利

用者負担金等でございます。 

  款９・繰越金は、予算現額6,５４６万7,

０００円に対し、調定額、収入済額とも6,

５４６万5,４２４円で、前年度からの繰越

金でございます。 

  続きまして、歳出の説明をいたします。 

  ３０６、３０７ページをごらんください。 

  款１・総務費は、予算現額7,１０９万3,

０００円に対しまして、支出済額5,８２７

万4,６９１円です。この経費は、介護保険

事務事業の管理運営及び保険料の賦課徴収

等の事務に要した経費でございます。 

  款２・保険給付費は、予算現額１７億９

３２万2,０００円に対し、支出済額１５億8,

０８１万6,１７７円で、介護サービス費、

介護予防サービス費、高額介護サービス費、

特定入所者介護サービス費及び審査支払手

数料等に要した経費でございます。 
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  款３・財政安定化基金拠出金は、大阪府

に設置されております財政安定化基金に拠

出する経費でありますが、前年度に引き続

き平成２６年度におきましても支出額はご

ざいません。 

  款４・地域支援事業費は、予算現額5,４

９０万5,０００円に対しまして、支出済額4,

６７４万3,２８４円で、これは介護予防事

業及び包括的支援事業に要した経費でござ

います。 

  款５・基金積立金は、予算現額4,９３７

万6,０００円に対し、支出済額4,７５６万8,

１２９円で、これは介護給付費準備基金へ

の積立金であります。 

  款６・公債費につきましては執行してお

りません。 

  款７・諸支出金、予算現額3,５３６万2,

０００円に対しまして、支出済額3,４６０

万4,２８１円で、これは介護保険料の還付

金及び国府支払基金等への償還に要した経

費でございます。 

  款８・予備費につきましては充当してお

りません。 

  説明は以上でございます。御審議をいた

だき御認定くださいますよう、よろしくお

願いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１８「第６号認定 平成２６年度

豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第６号認定、平成２６年度豊

能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、地方自治法第２３３条第３項

の規定により、別紙監査委員の意見をつけ

て、議会の認定をお願いするものでござい

ます。 

  それでは、平成２６年度豊能町下水道事

業特別会計歳入歳出決算の認定について御

説明申し上げます。 

  決算書の３４９ページをお開き願います。 

  平成２６年度豊能町下水道事業特別会計

の決算は、歳入合計５億4,６９０万2,０２

３円、歳出合計５億2,０１１万2,６０３円、

差引残高2,６７８万9,４２０円を翌年度に

繰り越しいたすものでございます。 

  歳出より御説明申し上げます。 

  ３６２ページをお開きください。 

  款１・下水道費、項１・下水道管理費、

目１・下水道総務費は、予算現額4,７４３

万4,０００円、支出済額4,２９１万2,３８

７円、執行率は９0.５％でございます。不

用額４５２万1,６１３円でございます。こ

れは、下水道の事務管理に要した経費でご

ざいます。主なものは、償還金、下水道債

管理基金積立金、消費税に係る公課費など

でございます。 

  目２・下水道維持管理費は、予算現額１

億4,８１０万円、支出済額１億2,６４８万4,

５１８円、執行率は８5.４％です。不用額

は2,１６１万5,４８２円でございます。こ

れは、下水道の維持管理に要した経費でご

ざいます。主なものは職員の人件費、施設

運転に要する電気代、電話回線使用料、ポ

ンプ用の人孔清掃業務、ときわ台中継ポン

プ場の電気保安業務、ときわ台中継ポンプ

場の維持管理業務、マンホールポンプの維

持管理業務、流域下水道の維持管理負担金、

水道事業会計への負担金などでございます。

なお、不用額は、負担金補助及び交付金等

の減によるものでございます。 

  ３６４ページをお開きください。 

  下水道整備費は、予算現額１億8,４４０

万7,０００円、支出済額１億5,６００万3,

０５１円、執行率は８4.６％です。なお、

工事請負費で継続費逓次繰越は1,９７０万
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円となっております。不用額2,８４０万3,

９４９円でございます。これは下水道整備

に要した経費でございます。主なものは職

員の人件費、暗渠調査設計業務の業務委託

料、ときわ台中継ポンプ場長寿命化工事、

管渠更正工事、流域下水道建設負担金等で

ございます。なお、不用額は、工事請負費

や負担金補助及び交付金の減によるもので

ございます。 

  ３６６ページをお開きください。 

  公債費は、予算現額１億9,６５４万9,０

００円、支出済額１億9,４７１万2,６４７

円、不用額１８３万6,３５３円でございま

す。この内容は償還金の元金及び利子でご

ざいます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  続きまして、３５４ページをお開き願い

ます。 

  款１・分担金及び負担金の下水道分担金

は、予算現額2,０００円、調定額6,０００

円、収入済額はございませんでした。不納

欠損額6,０００円でございます。不納欠損

額につきましては、１件の不納欠損処理を

するものでございます。 

  款２・使用料及び手数料の下水道使用料

は、予算現額２億2,７５０万6,０００円、

調定額２億4,５９１万2,３７８円、収入済

額２億2,９７４万9,６６８円、不納欠損額

１７万1,７８４円、収入未済額1,５９９万

９２６円でございます。これは下水道使用

料でございます。不納欠損処理につきまし

ては６人分でございます。下水の排水戸数

は7,８２２件でございます。また、平成２

７年７月末の収入未済額は、２００万４３

２円になっております。 

  下水道手数料は、予算現額２４万6,００

０円、調定額、収入済額とも２１万9,００

０円。これは指定工事店登録手数料と責任

技術者登録手数料でございます。 

  款３・国庫支出金の下水道費国庫補助金

は、予算現額6,６００万円、うち継続費及

び繰越事業費、繰越財源充当額1,０００万

円、調定額、収入済額とも5,５００万円。

これは、社会資本整備総合交付金でござい

ます。 

  ３５６ページをお開きください。 

  款４・財産収入は、利子及び配当金で、

予算現額４０万1,０００円、調定額、収入

済額とも３６万3,０００円でございます。

これは基金の利息でございます。 

  款５・繰入金は、一般会計繰入金で、予

算現額１億7,０５２万3,０００円、調定額、

収入済額とも１億3,９１５万2,０００円で

ございます。これは一般会計からの繰入金

でございます。 

  下水道建設基金繰入金は、予算現額7,４

４９万8,０００円、調定額、収入済額とも7,

４３６万4,８００円でございます。これは

下水道建設基金からの繰入を行っておりま

す。 

  公共下水道水洗便所改造資金貸付基金繰

入金は、予算現額1,０００万円、調定額、

収入済額とも1,０００万円でございます。

これは、公共下水道水洗便所改造資金貸付

基金条例を廃止したことから繰り入れたも

のでございます。 

  ３５８ページをお開きください。 

  款６・繰越金は、予算現額２２１万2,０

００円、調定額、収入済額とも2,３１３万9,

１９４円でございます。これは前年度繰越

金でございます。 

  款７・諸収入は、預金利子で、予算現額1,

０００円に対しまして収入はございません

でした。 

  雑入は、予算現額4,０００円、調定額、

収入済額とも１万4,３５９円でございます。

これは排水設備工事調書代や流域下水道事

業負担金の精算金等によるものでございま
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す。 

  ３６０ページをお開きください。 

  款８・町債の下水道債は、予算現額2,５

６０万円、うち、継続費及び繰越事業費、

繰越財源充当額９７０万円、調定額、収入

済額とも1,４９０万円でございます。これ

は流域下水道債でございます。 

  説明は以上でございます。御審議いただ

き御認定くださいますよう、よろしくお願

いいたします。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第１９「第７号認定 平成２６年度

豊能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第７号認定、平成２６年度豊

能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出決

算の認定につきまして、地方自治法第２３

３条第３項の規定により、別紙監査委員の

意見をつけて議会の認定をお願いするもの

でございます。 

  それでは、決算書の３７３ページをお開

き願います。 

  平成２６年度豊能町生活排水処理事業特

別会計の決算は、歳入合計1,０８８万6,３

１４円、歳出合計1,０８８万6,３１４円、

差引額はゼロでございます。 

  歳出より御説明申し上げます。 

  ３８２ページをお開き願います。 

  下水道費の下水道維持管理費は、予算現

額５９４万5,０００円、支出済額５７５万1,

６１０円、執行率は９6.７％でございます。

不用額１９万3,３９０円でございます。こ

れは下水道の維持管理に要した経費でござ

います。主なものは手数料で汚泥処理手数

料、業務委託料で水質検査と浄化槽保守点

検清掃業務などでございます。 

  下水道整備費は、予算現額３万円、執行

済額はございませんでした。 

  公債費は、予算現額５１３万6,０００円、

支出済額５１３万4,７０４円、不用額1,２

９６円でございます。これは生活排水処理

施設整備事業に充当するため借り入れた起

債の元金と利子の償還に要した経費でござ

います。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  続きまして、歳入の御説明を申し上げま

す。 

  ３７８ページをお開き願います。 

  款１・分担金及び負担金はございません

でした。 

  款２・使用料及び手数料は、予算現額１

８１万5,０００円、調定額１９８万6,６０

０円、収入済額１９５万8,４００円、収入

未済額２万8,２００円、これは生活排水処

理施設使用料でございます。使用件数は６

５件、人数は１７９人でございます。 

  款３・繰入金は、予算現額９３４万4,０

００円、調定額、収入済額とも８９２万7,

９１４円でございます。これは一般会計か

らの繰入金でございます。 

  款４・繰越金と、３８０ページの款５・

諸収入はございませんでした。 

  以上でございます。よろしく御審議賜り

御認定いただきますよう、お願い申し上げ

ます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  日程第２０「第８号認定 平成２６年度

豊能町水道事業会計決算の認定について」

を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  高上下水道部長。 

○上下水道部長（高 秀雄君） 

  それでは、第８号認定、平成２６年度豊

能町水道事業会計決算の認定につきまして、

地方公営企業法第３０条第４項の規定によ
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り、別紙監査委員の意見をつけて議会の認

定をお願いするものでございます。 

  順次説明を申し上げますので、よろしく

お願いします。 

  まず１ページの平成２６年度豊能町水道

事業決算報告書を御説明申し上げます。 

  収益的収入及び支出の収入でございます。 

  第１款・水道事業収益は、予算額７億8,

２６９万9,０００円に対し、決算額７億6,

１０４万6,７１９円でございます。内訳と

しまして、営業収益で４億5,０７６万２９

３円、営業外収益で１億9,３４５万７３２

円、特別利益は１億1,６８３万5,６９４円

でございます。 

  続きまして、支出でございます。 

  第１款・水道事業費用は、予算現額７億2,

１４５万1,０００円に対し、決算額６億8,

９４０万6,０４６円でございます。執行率

は９5.６％でございます。内訳としまして、

営業費用で６億1,７０６万3,２８３円、営

業外費用で6,１２１万1,０４５円、特別損

失で1,１１３万1,７１８円でございます。 

  予備費の執行はございませんでした。 

  なお、収益的収入及び支出の詳細につき

ましては、３ページの損益計算書のところ

で御説明申し上げます。 

  続きまして、２ページをお開き願います。 

  資本的収入及び支出の収入でございます。 

  第１款・資本的収入は、予算額１億3,５

４４万6,０００円に対し、決算額１億3,０

９４万6,４４３円でございます。内訳とし

まして、他会計繰入金で4,５４４万6,４４

３円、企業債で8,３５０万円、国庫補助金

で２００万円でございます。 

  次に支出で、第１款・資本的支出は、予

算額２億8,１７３万円に対しまして、決算

額２億7,４９４万5,９４５円でございます。

執行率は９7.６％でございます。内訳とし

まして、建設改良費で9,０７３万3,４４４

円、企業債償還金で１億8,４２１万2,５０

１円でございます。 

  以上の結果、資本的収入額が資本的支出

額に対して不足する額１億4,３９９万9,５

０２円は、過年度分損益勘定留保資金１億4,

１０７万3,６８８円、当年度消費税及び地

方消費税、資本的収支調整額２９２万5,８

１４円で補填したものでございます。 

  続きまして、３ページの平成２６年度豊

能町水道事業損益計算書を御説明申し上げ

ます。 

  なお、本ページ以降全ての財務諸表は消

費税抜きの金額となっておりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

  １の営業収益は、給水収益で４億1,９０

３万2,５０２円、その他営業収益で２２万5,

２０５円、計４億1,９２５万7,２５７円で

ございます。 

  ２の営業費用は、原水及び浄水費で１億3,

４３１万8,７３０円、配水及び給水費で１

億3,４０８万4,１９７円、総係費で3,８９

１万2,７３９円、減価償却費で２億9,０４

７万2,６７２円、資産減耗費で１８３万3,

１６６円、その他営業費用８８０円、計５

億9,９１７万2,３８４円でございます。以

上のことから、１億7,９９１万5,１２７円

の営業損失となっております。 

  ３の営業外収益は、受取利息で１２０万1,

３９２円、口径別納付金で９０万円、他会

計負担金で1,９０８万5,１９３円、他会計

繰入金で2,３４１万3,５５８円、長期前受

金戻入で１億4,６０５万７３６円、受託工

事費収益はございませんでした。財産収益

で７８万4,８６０円、雑収益で９３万8,９

８３円、計１億9,２３７万4,７２２円の収

益でございます。 

  ４の営業外費用は、受託工事費用はござ

いませんでした。支払利息で5,００１万2,

０４５円、雑支出で２９２万5,８１４円、
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計5,２９３万7,８５９円でございます。 

  以上のことから、経常損失としまして4,

０４７万8,２６４円となりました。 

  ５の特別利益は、過年度損益修正益はご

ざいませんでした。その他特別利益で１億1,

６８３万5,６９４円でございます。 

  ６の特別損失は、過年度損益修正損で７

１万7,４０５円、その他特別損失で1,０７

８万4,０００円、計1,１５０万1,４０５円

でございます。 

  特別利益としまして１億５３３万4,２８

９円となります。 

  以上のことから、当年度純利益といたし

まして6,４８５万6,０２５円となり、平成

２５年度の繰越欠損金５億1,６８１万8,７

０８円、その他未処分利益剰余金５億5,９

２４万9,２４３円を加えまして、平成２６

年度の未処分利益剰余金が１億７２８万6,

５６０円となりました。 

  続きまして４ページでございます。 

  平成２６年度豊能町水道事業剰余金計算

書を御説明申し上げます。 

  資本金の自己資本金は、平成２５年度末

残高６億6,６７０万4,００５円であり、変

動額はございませんでしたので、同額の６

億6,６７０万4,００５円が当年度末残高と

なります。 

  借入資本金は、平成２５年度末残高２６

億4,９６１万7,５８０円であり、平成２６

年度の変動額は、新地方公営企業会計制度

移行に伴う処分額２６億4,９６１万7,５８

０円減額した結果、平成２６年度末残高は

ゼロとなりました。 

  次に、剰余金の資本剰余金でございます。 

  工事負担金は、平成２５年度末残高２７

億3,５９１万4,９４６円であり、平成２６

年度の変動額は、新地方公営企業会計制度

移行に伴う処分額２６億6,６００万7,３７

０円減額し、6,９９０万7,５７６円が平成

２６年度末残高となりました。 

  受贈財産評価額は、平成２５年度末残高

３１億1,９２９万2,０２９円であり、平成

２６年度の変動額は、新地方公営企業会計

制度移行に伴う処分額３０億4,８４８万5,

８６０円を減額し、7,０８０万6,１６９円

が平成２６年度末残高となります。 

  国庫補助金は、平成２５年度末残高4,１

４３万1,０００円であり、平成２６年度の

変動額は、新地方公営企業会計制度移行に

伴う処分額2,９９０万円減額し、平成２６

年度末残高1,１５３万1,０００円となりま

した。 

  その他資本剰余金は、平成２５年度末残

高７億5,６６４万７７６円であり、平成２

６年度の変動額は、新地方公営企業会計制

度移行に伴う処分額７億5,５９７万1,２２

３円減額し、６６万9,５５３円となりまし

た。 

  これらの処理で翌年度へ繰り越す資本剰

余金合計は１億5,２９１万4,２９８円とな

ります。 

  次に、利益剰余金でございます。減災積

立金と利益積立金及び建設改良積立金は残

高がございません。 

  未処分利益剰余金は、平成２５年度の欠

損金５億1,６８１万8,７０８円で、平成２

６年度の変動額は新地方公営企業会計制度

移行に伴う処分額５億5,９２４万9,２４３

円と、当年度純利益6,４８５万6,０２５円

増額となり、利益剰余金合計は１億７２８

万6,５６０円となりました。したがいまし

て、翌年度へ繰り越す資本合計は９億2,６

９０万4,８６３円であります。 

  次に、平成２６年度豊能町水道事業剰余

金処分計算書案でございます。 

  資本金の平成２６年度末残高は６億6,６

７０万4,００５円であり、処分額はござい

ませんでしたので翌年度繰越額は同額でご
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ざいます。 

  資本剰余金の平成２６年度末残高は１億5,

２９１万4,２９８円であり、処分額はござ

いませんでしたので翌年度繰越金は同額で

ございます。 

  未処分利益剰余金の平成２６年度末残高

は１億７２８万6,５６０円であり、処分額

はございませんでしたので翌年度繰越利益

剰余金は同額でございます。 

  なお、５ページの豊能町水道事業貸借対

照表以降の説明は省略させていただきます。 

  以上でございます。どうか御審議賜りま

して御認定いただきますよう、お願い申し

上げます。 

○議長（竹谷 勝君） 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日は、これをもって散会いたします。 

  次回は、９月２日午前９時３０分より会

議を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午前１１時３２分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

会議録署名議員の指名 

会期の決定について 

第 ３号報告 平成２６年度豊能町下水道事業特別会計予算継続費精算報 

       告書報告の件 

第 ４号報告 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の 

       結果に関する報告の件 

第３７号議案 豊能町行政手続における特定の個人を識別するための番号 

       の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個 

       人情報の提供に関する条例制定の件 

第３８号議案 豊能町個人情報保護条例改正の件 

第３９号議案 豊能町手数料条例改正の件 

第４０号議案 箕面市と豊能町との間における消防事務の委託に関する規 

       約の廃止に関する協議について 

第４１号議案 豊能町と箕面市との間における消防事務の委託に関する協 

       議について 

第４２号議案 平成２７年度豊能町一般会計補正予算の件 

第４３号議案 平成２７年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予 

       算の件 

第４４号議案 平成２７年度豊能町介護保険特別会計事業勘定補正予算の 

       件 

第 １号認定 平成２６年度豊能町一般会計歳入歳出決算の認定について 

第 ２号認定 平成２６年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳 

       出決算の認定について 

第 ３号認定 平成２６年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定 

       歳入歳出決算の認定について 

第 ４号認定 平成２６年度豊能町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

       の認定について 

第 ５号認定 平成２６年度豊能町介護保険特別会計事業勘定歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ６号認定 平成２６年度豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認 
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       定について 

第 ７号認定 平成２６年度豊能町生活排水処理事業特別会計歳入歳出決 

       算の認定について 

第 ８号認定 平成２６年度豊能町水道事業会計決算の認定について 



 

 1－27 

    以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    平成  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １１番 

 

        同   １２番 

 


